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※令和６年９月に開催された「気候風土適応住宅シンポジウム」において、独自基準の策定に取り組む
自治体の紹介のパネラーとして滋賀県、長崎県に参加いただきました。

シンポジウム発表資料をｋｋｊホームページ「気候風土適応住宅シンポジウム動画/資料 独自基準策
定の事例」に掲載中です。



独自基準策定の事例 ＜ 滋賀県 ＞ 令和７年４月１日 運用開始 1/2

令和５年１１月 第１回 実務者との意見交換会を実施
（県、滋賀県建築士会、滋賀県建築士事務所協会）
気候風土適応住宅とは何か、独自基準策定の必要性等について意見交換を
行った。

令和６年２月 第２回 実務者との意見交換会を実施
（県、滋賀県建築士会、滋賀県建築士事務所協会、湖国すまい・まちづくり
推進協議会）
国告示、他府県基準、独自基準要件等について議論を行った。
滋賀県における木の家づくりを推進している施工者も参加した。

令和６年
６月、８月、１０月

第１回～第３回「気候風土適応住宅基準検討会」実施【支援対象】
独自基準の検討を進めることを確認し、令和５年度の意見交換会における意
見を踏まえ、県において独自基準の素案を作成提示し、議論を行った。

令和６年１２月 「滋賀県気候風土適応住宅の独自基準等説明会」準備検討会【支援対象】
１月に開催される説明会の講師の依頼、募集方法の確認、当日の役割分担、
準備物等の確認を行った。

令和７年１月 「滋賀県気候風土適応住宅の独自基準等説明会」実施【支援対象】
気候風土適応住宅の国が定める要件、滋賀県が独自に定める要件などについ
て説明を行った。
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令和７年４月１日から原則全ての建築物に省エネ基準の適合義務化になり、県内でも地元大
工・設計者が造る住宅（特に県内で造られる伝統的構法による住宅）について、法が定める外皮
基準に適合させることが困難なものが出てくる可能性がある。
これらの住宅について、関係団体、地元設計者等から県独自基準の設定について実務者の意見

を取り入れるように要望が出ており、このことから、県産木材を利用した木造住宅の普及促進、
地元に根付く技術の継承の観点から、本県に必要と考えられる住宅について県内独自基準の整備
の検討を進めることとした。

独自基準策定の検討を始めた理由

滋賀県型気候風土適応住宅基準 策定に向けた活動

ｋｋｊホームページ「気候風土適応住宅シンポジウム動画/資料 独自基準策定の事例 滋賀県」より抜粋

滋賀県気候風土適応住宅の独自基準等説明会（R7.1開催）資料 より抜粋



独自基準策定の事例 ＜ 滋賀県 ＞ 令和７年４月１日 運用開始 2/2
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・滋賀県型気候風土適応住宅基準解説書
・滋賀県気候風土適応住宅チェックリスト
・様式１ 手刻み証明書

滋賀県ホームページ

令和７年４月１日
滋賀県型気候風土適応住宅

の基準 運用開始

令和６年７月～令和７年１月
滋賀県建築士会、湖国すまい・まちづくり推進協議会、
滋賀県建築士事務所協会の3団体が「気候風土適応住宅
の独自基準策定の支援」を申請し活動した。

【支援対象】
・気候風土適応住宅基準検討会 ３回開催（人件費、交通費）
・気候風土適応住宅の独自基準等説明会及び準備検討会 １回開催（人件費、交通費、印刷費）

令和６年度
「気候風土適応住宅の独自
基準策定の支援」を活用

※詳細は以下のリンク先からご確認ください

滋賀県内全域を対象とした、県独自の基準
を定めた。

https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5531934.pdf
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5531933.pdf
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5531940.pdf
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/zyuutaku/19337.html


令和４年度から検討を開始し、
令和５年４月から基準のたたき台を作成した

独自基準策定の事例２ ＜ 長崎県 ＞ 1/2
令和６年４月１日に基準(案）、令和７年４月１日に運用ガイドラインとあわせて本運用開始

ｋｋｊホームページ「気候風土適応住宅シンポジウム動画/資料 独自基準策定の事例 長崎県」より引用

「長崎型伝統的木造住宅」
• 長崎県全域を対象
• 伝統的構法で造られた自然素材を多用した住宅
• 基準作成検討会議を開催し、策定に向け検討した。
• 長崎県建築士会等の各関係団体の意見を踏まえた。
• 既に九州3県(熊本県、宮崎県、福岡県)で策定済みの基準を
参考とした。

「居留地型(洋館型)住宅)」
• 旧居留地（東山手、南山手）の重要伝統的建造群保存地区
を中心とした長崎市歴史的風致維持向上計画重点地域を対
象

• 長崎県建築士会で既存の居留地型住宅群の調査を行い工法、
材料、様式等のデータをまとめ、標準的な設計プランを含
めた建築ガイドラインを作成し、それをベースとした。

「令和6年度九州ブロック研究集会『建築士の集い』みやざき大会
『みやざき木好風土』」（令和6年6月）より抜粋

省エネ性能の向上は必要不可欠であり、今後も推進していく一方で、そのことによって、これまで
気候風土に適応するために継承されてきた長崎の住まい・住まい方、景観、それを作ってきた材料
や技術の今後の進化を途絶えさせることなく、未来へ継承していくため。

【独自基準を定める目的】

３



令和６年４月
長崎型気候風土適応住宅基準（案）を策定した

ｋｋｊホームページ
「気候風土適応住宅シンポジウム動画/資料 独自基準策定の事例
長崎県」より引用

令和６年８月～１月
省エネ基準適合義務化に向けた準備作業のうち③運用ガイドラ
イン作成の費用について、長崎県建築士会と連携し「気候風土
適応住宅の独自基準策定の支援」を申請し活動した。

【運用ガイドラインの目的】
基準(案)は曖昧な表現が多いことから 、省エネ基準適合義務化の施行以降 、設計や確認申請等の審査
時に混乱が生じないよう、基準の内容の解説及び確認申請等に必要な添付図書等を示すこと
【支援対象】
・運用ガイドライン検討ワーキング ６回開催（人件費、会場費、交通費）
・現場見学会 １回開催（人件費、交通費）
・運用ガイドライン作成（人件費、印刷費、事務経費等）

• 2つの異なるタイプの住宅からなる「長崎
型気候風土適応住宅基準(案)」を策定した。

• 省エネ基準適合義務化に向けた準備作業を
行った。
①基準(案)の周知
②基準(案)の運用実態を踏まえた見直し
③審査事項となるための具体的な設計審査
の運用ガイドライン作成【支援対象】

④令和７年４月以降の省エネ基準適合義務
化施行に向けた、基準の位置付け方法の
検討

独自基準策定の事例２ ＜ 長崎県 ＞ 2/2
令和６年４月１日に基準(案）、令和７年４月１日に運用ガイドラインとあわせて本運用開始

長崎県内の所管行政庁が定める統一した
基準として「長崎型気候風土適応住宅の
基準」を定めた。

４

・長崎型気候風土適応住宅の基準
・チェックリスト
・運用ガイドライン

長崎県ホームページ

令和６年度
「気候風土適応住宅の独自
基準策定の支援」を活用

令和７年４月１日
長崎型気候風土適応住宅の

本運用を開始

※詳細は以下のリンク先からご確認
ください

https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2025/04/1745479320.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.pref.nagasaki.jp%2Fshared%2Fuploads%2F2025%2F03%2F1743141101.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://nagasaki-shikai.jp/news/detail.php?id=393
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kenchiku-jutaku/kenchiku-oshirase/657653.html
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